
高齢者への新型コロナウイルス
ワクチンの接種が始まりました

　6月1日（火）から高齢者への新型コロナウイルスワクチンの接種が始まりま
した。ワクチンの供給状況によってスケジュールなどが変更になる可能性があ
ります。接種や予約に関する最新情報は「須恵町公式ホームページ」またはKBC
テレビの「dボタン」をご覧ください。

町内移動手段の助成
6月1日（火）から令和４年３月31日（木）まで須恵町コミュニティバスを利用され
る全ての人の運賃を減免します。ワクチン接種など町内移動の際には須恵町コ
ミュニティバスをご活用ください。
▶問い合わせ先　まちづくり課 コミュニティ係　☎ 932-1153（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線344）

須恵町公式ホームページ KBCテレビ「dボタン」

※ トップページ「新型コロナウイルスワクチン集団接種」をク
リックしてください。

▶ PC画面

▶ スマホ画面

ここを押す

ここを押す

➡ 須恵町のホームページはコチラ

須恵町

須恵町
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新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ
16〜59歳までの基礎疾患を有する人の
優先接種の届出受付を開始しました

▶ 受付期間 7月5日（月）まで
▶ 申請方法　　窓口または郵送による届出
   基礎疾患者接種申請書に必要事項を記入の上、新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策事務局（地域活性化センターオイコス3
階）へ提出してください

 　　　　　　 申請書は須恵町役場ホームページから 
ダウンロードください ➡

▶ 郵 送 先 〒811-2193　糟屋郡須恵町大字須恵771番地　
  須恵町役場 健康増進課 宛て
▶ 注意事項
※ 基礎疾患のある人は、事前にかかりつけ医にご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうか決めてください。
※ 基礎疾患の確認は、予診票による本人の自己申告と接種前の予診で行う予定です。診断書などの提出は求

めません。
※町外医療機関にて接種する場合も届出が必要です。
※ 60〜64歳の人は接種券を同時期に発送（7月中旬予定）しますので基礎疾患を有する者である旨の申請は

不要です。

「基礎疾患のある人」とは、次のいずれかに当てはまる人です
① 以下の病気や状態の人で、通院・入院している人
　◦ 慢性の呼吸器の病気・慢性の心臓病（高血圧を含む）・慢性の腎臓病・慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く）
　◦ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または、他の病気を併発している糖尿病
　◦ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　◦ 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
　◦ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　◦ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　◦ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）
　◦ 染色体異常
　◦ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
　◦ 睡眠時無呼吸症候群
　◦ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療（精

神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
② 基準（ BMI30以上）を満たす肥満の人
　 BMI30の目安…身長170㎝で体重87㎏　身長160㎝で体重77㎏

▶ 接種対象・接種順位 現時点での予定は以下のとおりです。
接種券発送時期 接種時期

１ 医療従事者
２ 令和3年度中に75歳以上に達する高齢者 発送済み 6月1日（火）から
３ 令和3年度中に65歳以上に達する高齢者 5月24日（月）発送済み

集団接種・個別接種
接種券到着後順次４

60歳から64歳の人　
高齢者以外で基礎疾患を有する人
高齢者施設などで従事している人

7月中旬

５ それ以外の人 7月以降
▶ 問い合わせ先　新型コロナウイルスワクチン接種対策事務局　☎ 710-8601（予約受付コールセンター）

　基礎疾患を有する人に優先して接種を受けていただくため、基礎疾患を有する者である旨の届出受
付を開始しました。申請した人には接種券を優先してお送りします。（7月中旬予定）
　申請様式は須恵町役場ホームページ、健康増進課（保健センター）窓口にも準備しています。

基礎疾患者接種申請書
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